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小平町「フレッツ光」誘致の会では、平成25年度中の「フレッツ光」サービスの利用開始を目指しています。

サービス開始のためには、誘致活動エリア内（小平・鬼鹿・臼谷市街地）で340件以上のお申し込みが必要

です。

お申し込みの一次締切を、１月末日としていましたが、現段階でのお申し込み数は「約半数」となっており

ます。

二次締切を２月20日といたしますので、高速通信が必要不可欠となっている昨今、多くの皆様にご理解い

ただき、積極的にフレッツ光サービスのご利用を検討していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

なお、誘致活動エリア外の方でも、お申し込みいただくことにより、これからの対策を考える大切な根拠

となりますので、エリア内外問わず積極的にお申し込みください。

料金等のフレッツ光に関するお問い合わせは、ＮＴＴ東日本フレッツ受付センター【９時～19時受付】

（緯0120－116116）まで、仮申込書のご請求やお申し込みについては、下記までお問い合わせください。

なお、仮申込書は役場や各支所にも備え付けてあります。

小平町「フレッツ光」誘致の会事務局（役場企画振興課内） 緯56－2111◎問い合わせ先

郵送…役場企画振興課（〒078－3392 小平町字小平町216番地）
またはＦＡＸ（56－2110）、または役場・鬼鹿支所・達布支所にご持参ください。

◎申込書提出先

小平町商工会、ＪＡ南るもい、ＪＦ新星マリン、おにしか更生園、
小平高等養護学校、小平町役場

◎誘致の会構成団体

઀໹಴ͅέτΛΜͬ࢕ည౿̱̠͢઀઀໹໹಴಴ͅͅέέττΛΛΜΜͬͬ࢕࢕ညည౿౿̱̱̠̠͢͢

相 談 場 所時 間日 程地区別

鬼鹿公民館
（２階大会議室）

10時～12時
13時～16時

２月18日（月）２月20日（水）
２月19日（火）

鬼鹿地区

本郷地区集落センター
10時～12時
13時～15時

２月21日（木）本郷地区

臼谷福祉会館
10時～12時
13時～15時

２月22日（金）臼谷地区

達布活性化センター
10時～12時
13時～15時

２月26日（火）達布地区

健康福祉センター
（２階集団研修室）

10時～12時
13時～16時

２月27日（水）３月１日（金）
２月28日（木）

小平地区


